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○国土調査事業事務取扱要領（ 昭 和 47 年 5 月 1 日 付 け 経 企 土 第 28 号 経 済 企 画 庁 総 合 開 発 局 長 通 達 ）  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

 

改   正   後  

 

現     行  

 

第 １ 章  総 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １  国 土 調 査 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務 取 扱 い に つ い て は

、 法 令 、 地 籍 調 査 費 負 担 金 交 付 要 綱 （ 昭 和 ３ ３ 年 １ １ 月

２ ４ 日 経 企 土 第 １ ３ ０ 号 ） 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 交

付 要 綱 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 国 官 会 第 ２ ３ １ ７ 号 ） 及

び 社 会 資 本 整 備 円 滑 化 地 籍 整 備 事 業 費 補 助 交 付 要 綱 （ 令

和 ３ 年 ３ 月 ２ ６ 日 国 不 籍 第 ５ ３ ３ 号 ） に 定 め る と こ ろ に

よ る ほ か 、 こ の 要 領 に よ る も の と す る 。  

 

 

第 １ 章  総 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １  国 土 調 査 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務 取 扱 い に つ い て は

、 法 令 、 地 籍 調 査 費 負 担 金 交 付 要 綱 （ 昭 和 ３ ３ 年 １ １ 月

２ ４ 日 経 企 土 第 １ ３ ０ 号 ） 及 び 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金

交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 国 官 会 第 ２ ３ １ ７ 号 ）

に 定 め る と こ ろ に よ る ほ か 、 こ の 要 領 に よ る も の と す る

。  

 

第 ２ ～ 第 １ ８  （ 略 ）  

 

 

第 ２ ～ 第 １ ８  （ 略 ）  

 

 

第 １ ９  法 第 ６ 条 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 国 土 調 査

の 実 施 に 関 す る 計 画 及 び 作 業 規 程 の 届 出 は 、 別 記 様 式 第

１ ４ に よ る も の と す る 。  

２  前 項 の 計 画 及 び 作 業 規 程 は 、 市 町 村 又 は 土 地 改 良 区 等

が 共 同 で 作 成 し 、 届 け 出 る こ と が で き る 。  

 

 

第 １ ９  法 第 ６ 条 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 国 土 調 査

の 実 施 に 関 す る 計 画 及 び 作 業 規 程 の 届 出 は 、 別 記 様 式 第

１ ４ に よ る も の と す る 。  

（ 新 設 ）  

 

 

第 ２ ０ ～ 第 ２ ８  （ 略 ）  

 

 

第 ２ ０ ～ 第 ２ ８  （ 略 ）  
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（ 事 業 計 画 の 協 議 ）  

第 ２ ９  法 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 計 画 に つ い て

、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 国 土 交 通 大 臣 に 協 議 を 申 し

出 よ う と す る と き は 、 別 記 様 式 ２ ４ に よ る も の と す る 。  

 

 

（ 事 業 計 画 の 協 議 ）  

第 ２ ９  法 第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 計 画 （ 第 ３ １

に お い て 単 に 「 事 業 計 画 」 と い う 。 ） に つ い て 、 同 条 第

３ 項 の 規 定 に よ り 、 国 土 交 通 大 臣 に 協 議 を 申 し 出 よ う と

す る と き は 、 別 記 様 式 第 ２ ４ に よ る も の と す る 。  

 

  

（ 事 業 の 実 施 に 関 す る 計 画 及 び 作 業 規 程 の 届 出 ）  

第 ３ ０  法 第 ６ 条 の ４ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 届 出 は 、 別 記

様 式 第 ２ ５ に よ る も の と す る 。 た だ し 、 市 町 村 又 は 土 地

改 良 区 等 か ら 都 道 府 県 に 対 す る 届 出 に つ い て は 、 都 道 府

県 が 独 自 に 定 め る 様 式 に よ る こ と を 妨 げ る も の で は な い

。  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ く 計 画 及 び 作 業 規 程 は 、 都 道 府 県 、

市 町 村 又 は 土 地 改 良 区 等 が 共 同 で 作 成 し 、 届 け 出 る こ と

が で き る 。  

  

（ 事 業 の 実 施 に 関 す る 計 画 及 び 作 業 規 程 の 届 出 ）  

第 ３ ０  法 第 ６ 条 の ４ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 届 出 は 、 別 記

様 式 第 ２ ５ に よ る も の と す る 。  

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

（ 削 る ）  

 

（ 事 業 計 画 の 変 更 ）  

第 ３ １  事 業 計 画 を 変 更 す る 場 合 の 手 続 に つ い て は 、 法 第

６ 条 の ３ 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 に 準 じ て 行 う も の

と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 法 第 ６ 条 の ３ 第 ３ 項 に 規 定 す る

国 土 交 通 大 臣 に 対 す る 協 議 を 申 し 出 よ う と す る と き は 、

別 記 様 式 第 ２ ６ に よ る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 変 更 に お い て 、 地 籍 調 査 費 負 担 金 の 交 付 額 の

変 更 又 は 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 の 都 道 府 県 に お け る 交

付 額 の 変 更 が 生 じ な い 場 合 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず

、 事 業 計 画 の 変 更 後 に 遅 滞 な く 国 土 交 通 大 臣 に 報 告 す る

も の と す る 。 当 該 報 告 は 、 別 記 様 式 第 ２ ７ に よ る も の と

す る 。  
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 （ 誤 り 等 申 出 書 の 添 付 書 類 ）  

第 ３ １  （ 略 ）  

 

 

（ 誤 り 等 申 出 書 の 添 付 書 類 ）  

第 ３ ２  法 第 １ ７ 条 第 ２ 項 （ 法 第 ２ １ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 申 出 が 、 境 界 の 測 量 に 係 る

も の で あ る と き は 、 関 係 図 面 等 そ の 事 実 を 証 す る に 足 り

る 資 料 の 添 付 等 を 求 め る ほ か 、 所 要 の 措 置 を す る も の と

す る 。  

 

  

（ 認 証 請 求 書 及 び 承 認 申 請 書 の 添 付 書 類 ）  

第 ３ ２  （ 略 ）  

 

 

（ 認 証 請 求 書 及 び 承 認 申 請 書 の 添 付 書 類 ）  

第 ３ ３  地 籍 調 査 の 成 果 又 は 街 区 境 界 調 査 成 果 （ 以 下 「 地

籍 調 査 の 成 果 等 」 と い う 。 ） の 認 証 の 請 求 及 び 認 証 の 承

認 申 請 に 当 た っ て は 、 別 に 定 め る 要 領 に よ り 作 成 し た 書

類 を 添 付 す る も の と す る 。  

 

 

（ 都 道 府 県 が 地 籍 調 査 を 行 っ た 場 合 の 成 果 の 写 し の 送 付 ）  

第 ３ ３  （ 略 ）  

 

（ 都 道 府 県 が 地 籍 調 査 を 行 っ た 場 合 の 成 果 の 写 し の 送 付 ）  

第 ３ ４  都 道 府 県 が 行 っ た 地 籍 調 査 の 成 果 等 の 写 し は 、 必

要 に 応 じ 、 当 該 市 町 村 に 送 付 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

 

 

（ 記 録 等 の 保 管 ）  

第 ３ ４  （ 略 ）  

 

 （ 記 録 等 の 保 管 ）  

第 ３ ５  地 籍 調 査 を 行 う 者 及 び 当 該 地 籍 調 査 に 係 る 成 果 の

認 証 者 は 、 後 日 地 籍 調 査 の 内 容 等 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 そ

の 他 の 場 合 に そ の 検 証 が 可 能 と な る よ う に 、 地 籍 調 査 作

業 規 定 準 則 （ 昭 和 ３ ２ 年 総 理 府 令 第 ７ １ 号 ） 第 ５ 条 に 基

づ く 管 理 及 び 検 査 に 関 す る 記 録 を 適 切 に 保 管 す る 者 と す

る 。  
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改   正   後  

 

現     行  

 別記様式第２４（第２９第１項関係）別紙（２）        別記様式第２４（第２９第１項関係）別紙（２） 
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改   正   後  

 

現     行  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

 

改   正   後  

 

現     行  
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改   正   後  

 

現     行  
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改   正   後  

 

現     行  
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改   正   後  

 

現     行  
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改   正   後  

 

現     行  

 別記様式第２６（第３１第２項関係）               別記様式第２６（第３１第２項関係） 

 

 （ 削 除 ）  
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改   正   後  

 

現     行  

 別記様式第２７（第３１第３項関係）               別記様式第２７（第３１第３項関係） 

 

 （ 削 除 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


